
資料２

施　設　名

芝　区　分

4月1日～11月30日

12月1日～翌年3月31日

一　般 1時間につき2,000円 1時間につき2,400円 1時間につき1,200円 1時間につき500円 1時間につき2,000円 1時間につき500円

一　般(回数券)

大学生 1時間につき1,500円 1時間につき1,800円 1時間につき900円 1時間につき300円 1時間につき1,500円 1時間につき500円

大学生(回数券)

高校生・中学生

高校生・中学生(回数券)

高校生 1時間につき1,000円 1時間につき1,200円 1時間につき600円 1時間につき200円 1時間につき1,000円

高校生以下 1時間につき300円

中学生以下 1時間につき500円 1時間につき600円 1時間につき300円 1時間につき500円

中学生 1時間につき100円

小学生 無　 料

入場料金を徴する場合

電光式スコアボード 1時間につき400円 1時間につき300円

夜間照明設備(全灯) 1時間につき4,500円 1時間につき500円 1時間につき2,500円 1時間につき500円

　〃　　　(3分の2灯) 1時間につき3,000円

放送設備一式 1時間につき300円 1時間につき300円

会議室 1時間につき400円

本部室 1時間につき400円

冷暖房設備(1室当たり) 1時間につき200円 1時間につき200円

シャワー設備(個人利用) 1回につき50円 1回につき50円

特記事項

　
　追波川河川運動公園庭球
場及びにっこりサンパーク庭
球場をモデルとしている。

※旧市内の庭球場が使用
できない状況となっているた
め、かなりの使用頻度が予
想される。

【特記事項】

1)　第3工区の「夜間照明点灯」における近隣住民感情を考慮し、開設当初は「12月1日～翌年3月31日」の使用時間は午後6時までとする方向である。　

　
　使用頻度が高いことに加
え、全国・東北大会クラスの
開催が多くなってきており、
人工芝の消耗が激しく、維
持管理に苦慮している。

(注)TOMODACHIﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

　
　芝生養生のために、土・日
限定貸出となっており、一般
市民が使用できない状況と
なっている。

　
　芝生養生のために、土・日
限定貸出となっており、一般
市民が使用できない状況と
なっている。

　
　寄贈者の意向により、使用
料を安く設定していることか
ら、使用頻度が高く人工芝
の消耗が激しい。

※　本田圭佑選手寄贈

　パターゴルフ等のコース設
定がしてあるため、子どもか
ら高齢者の方々が気軽に使
用できる環境が整われてお
り、広く憩いの場となってい
る。

　本市では、初のラグビーの
試合が可能となる人工芝グ
ラウンドであり、年間を通し
た使用が可能である。

(注)夜間照明点灯に伴い、
近隣住民の理解が必要不
可欠

Ｈ30.4.１供用開始

Ｈ30年第1回定例会上程

1日につき最高入場料金の150人分 1日につき最高入場料金の100人分

【　使　　用　　料　　区　　分　】

貸　　出 閉　　鎖 閉　　鎖 貸　　出 一般無料開放 貸　　出 貸　　出

砂入り人工芝(オムニ)

貸　　出 貸　　出 貸　　出 貸　　出 一般無料開放 貸　　出 貸　　出

人工芝(ロングパイル) 天然芝(スポーツ専用洋芝) 天然芝(スポーツ専用洋芝) 人工芝(ロングパイル) 天然芝(野芝) 人工芝(ロングパイル)

午前7時から午後6時まで

石巻市民球場
【夜間照明有り】

石巻フットボール場 ふれあいグラウンド
フットサルコート
【夜間照明有り】

やすらぎ広場
フットボールフィールド

（第１・第２）
【夜間照明有り】

テニスコート(3面)
【夜間照明有り】

①テニスコート

4月1日から11月30日まで 午前5時から午後9時まで 午前5時から午後9時まで 午前5時から日没まで 4月1日から11月30日まで 午前5時から午後9時まで 午前5時から午後9時まで 午前5時から日没まで 午前5時から午後9時まで 午前5時から午後9時まで

「石巻市総合運動公園　施設概要（その１）」
□石巻市都市公園条例・石巻市都市公園条例施行規則 【条例・規則一部改正(案)】

平成29年度　石巻市総合運動公園　供用時間　
①石巻市民球場
②石巻フットサルコート

①石巻フットボール場
②石巻ふれあいグラウンド

平成30年度　石巻市総合運動公園　供用時間
①石巻市民球場
②フットサルコート

①石巻フットボール場
②ふれあいグラウンド

①フットボールフィールド

12月1日から翌年3月31日まで 午前7時から午後6時まで 午前7時から午後6時まで 閉　　鎖 12月1日から翌年3月31日まで 午前7時から午後6時まで 午前7時から午後6時まで 閉　　鎖 午前7時から午後6時まで


